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カジュアルなレストランや居酒屋で，同僚や仲間とわ
いわいやったあと，お店の人にグループ写真の撮影をお
願いすることがあります。たいてい気軽に応じてくれま
す。割と楽しい時間です。
「もうちょっと中央に寄ってもらえますか」「はい，は
い」「笑顔でお願いします。はいチーズ」「念のため，も
う一度，お願いできますか」「いいですよ」「あ，このカ
メラでも，お願い」「はい，はい」
私はお店の人とのこうしたやりとりが好きです。そも
そも集合写真を撮ろうという気になるのは，宴が盛会
だったことの証左ですし，デジタル写真の時代，自分た
ちの姿をその場で確認するのも楽しいものです。
ところで，このグループ写真の著作権は誰のもので
しょうか？

◆写真の著作権
「著作権とは何か」「誰が著作権を持つか」について，
人に説明するときに，私はよくこの問題を例に出しま
す。
一番多くある答えは「飲食代を払い，カメラも差し出
すのだから，著作権はお客にある」というものです。次
に多いのが「撮影した店員」という答えです。時々，「撮
影した場所がレストランなのだから，（著作権は）レスト
ラン店主にある」と答える人もいます。
正解は，撮影した店員です。
店員はシャッター（スマホのボタン）を押すときに，
ほんの少しでも，照明の具合や位置，アングルを気にか
けるのではないでしょうか。気の利いた店員なら「もっ
と中央に集まって」「笑顔で」と被写体のお客に指示する
し，ファインダー（スマホのディスプレー）を見ながら，
シャッターの合図を被写体に知らせたりもします。
どんな人でも「より良い写真を」と思いながらシャッ
ターを押すと思います。つまり，ボタン操作をするにし
ても，創意工夫を働かせるのではないでしょうか。
著作権法では，著作物の定義を「創作的に表現したも
のであつて」（2条 1項 1号）としています。店員の創意
工夫は「創作的な表現」と解されるでしょう。したがっ
て，著作権（複製権）は，より良い写真を撮影しようと
してシャッターを押した店員にありそうです。
とはいえ，レストラン従業員とお客との関係からすれ
ば，店員が著作権を主張するとは考えにくいので，黙示
の合意すなわち「著作権は店員から客に著作権が譲渡さ
れた」と考えるのが常識的かもしれません。
余談ですが，昨夏，サルが自分を撮影した写真が話題
になりました。自然人でないものに著作権が適用される
ことはあり得ないでしょう。

◆肖像権をお忘れなく
ところで，ネット上のブログやフェイスブックを眺め
ていると，写真の著作権侵害（複製権と公衆送信権の侵
害）が横行していることに気付きます。
アップする人からは，「ネット上で公開されているの
だから，自分のページで展開してもよいはず」「他の人も
やっているし」という声が聞こえて来そうですが，勝手
な理屈です。
もしも，人の写真を無断でトリミングしたり，吹き込

みを作ったりすると，これは改変となり，著作者人格権
の侵害にもなりそうです。
話が変わりますが，自分が写っている写真がネットや
SNS上で閲覧可能になっているのも気になるところで
す。「飲み会で撮られた写真が，知らないうちにフェイ
スブックにアップされた」経験をお持ちの人も多いので
はないでしょうか。
この場合，肖像権が問題となります。誰でも，自分の
顔や姿が勝手に撮影されたり，公開されたりするのを拒
否することができます。私たちは，自分が他人の目にど
のように映るかについて，「できれば自分でコントロー
ルしたい」という気持ちがあるでしょうし，「一人で放っ
ておいてほしい」「自分の顔や姿を人目にさらしたくな
い」と願う場合もあります。
肖像権はこの考えに根ざします。
ところが SNSを見ていると，飲み会でのリラックス
しすぎた風景や赤ら顔の姿をさらしているものを見かけ
ることがあります。他人事ながら「いいのかな」と思い
ます。およそ人物が写っている写真には，肖像権がつき
まとうということをお忘れなく。
画像はネットにいったん投稿すると，簡単に他人の手
によって拡散します。インパクトがあればあるほど写真
は衆目にさらされやすくなります。いったんそうなる
と，半永久的に画像はネット上に蓄積されます。写真に
写っている人物は，特定されやすいという現実もありま
す。これって怖いですね。

◆料理とスマホ写真
最後に料理の撮影について考えてみましょう。
レストランで料理が出てくるたびにスマホで撮影する
人がいます。よほどアート的な料理でない限り，著作権
の問題ではありませんし，まして肖像権に類する問題で
もなさそうです。法的な問題は考えにくいと思います。
しかし，現実はどうか言うと，写真に撮られるのを歓
迎する料理人がいる一方で，多くのシェフがこのことに
頭を痛めています。撮影された写真がどんな風に利用さ
れるか分からないからです。弁護士に相談している店主
も増えているそうです。「撮影お断り」を店内に表示し
ている店もあります。無粋に見えますが，仕方ないので
しょう。
「お金を払っている客だ。写真ぐらい撮らせてよ」と
言う人がいるかもしれませんが，自分がレストランや料
理人の立場だったら，と考えてみたらどうでしょうか。
マナーや行儀の問題にみえます。
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